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製安４法における保安ネットの対象手続きは、以下の４種類です。

① 製造又は輸入事業届出
② 事業届出事項変更届出
③ 製造又は輸入事業の廃止届出
④ 登録商標表示届出

この資料では、保安ネットの基本操作に加え、上記①及び②の保安ネットでの手続き方法について
ご紹介します。

はじめに
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基本操作 ・・・ p.2～p.4
製造又は輸入事業届出 ・・・ p.5～p.14
事業届出事項変更届出 ・・・ p.15～p.20



基本操作
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保安ネットポータルより、gBizIDを利用してログインを行います。
ログインページ https://gbiz-id.go.jp/top/ ※利用するブラウザは Google Chrome を推奨します。

(1)ログイン画面
gBizIDの「アカウントID」と「パスワード」を入力してください。
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(2)ログイン（初期画面）
・要対応手続一覧：提出した手続きのステータスを確認する際に利用
・新規手続 ：新規で手続きのため届出を提出する際に利用
・全手続一覧 ：ログイン時のアカウント及びグループ登録されている場合は、同一グループ内のｇBiz

メンバーが提出した手続きを、確認する際に利用
・アカウント管理 ：グループのアカウント情報を検索する際に利用

基本操作



(3)届出処理事項選択
・保安ネットにて電子届出を行う際は、新規手続のメニューを押下し、製品安全４法を選択します。
・法令選択後、提出対象の手続を選択します。
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基本操作



(1)新規に届出を行う場合は、「製造又は輸入事業届出」を選択してください。

5

製造又は輸入事業届出



(2)届出内容選択
基礎情報：アカウント情報をベースに提出者の情報を入力
型式情報：製造又は輸入する用品の型式区分の情報を入力
工場情報：製造する工場の情報を入力
添付書類：添付資料をアップロードする場合
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製造又は輸入事業届出



(3)届出事項入力（電気用品安全法の場合）
○提出区分：対象法令をプルダウンメニューで選択

提出先：原則、最寄りの経済産業局長を選択。ただし、製造工場や事務所などが複数の経済産業局の
管轄区域内に存在する場合は、経済産業大臣を選択。
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製造又は輸入事業届出



(4)基礎情報－事業者情報
「事業者情報」欄は、ログインアカウントの情報が自動で反映されます。

※個人事業主の場合は、法人／個人名称の欄には、屋号ではなく代表者の氏名を記載して下さい。
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製造又は輸入事業届出



(5)製造又は輸入事業を行う用品名を選択
区分等の情報
・製造/輸入の別：該当する○をクリック。
・区分等：製造又は輸入する用品名をプルダウンメニューで選択。
・専ら輸出するためか：国内での販売を想定している場合は「いいえ」を選択。

国内で販売しない（輸出専用である）場合は「はい」を選択。
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製造又は輸入事業届出



(6)型式情報の入力
・型式区分の追加の欄で、製造又は輸入する用品の品名をプルダウンメニューから選択して下さい。
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製造又は輸入事業届出



(7)型式区分の要素の入力
・選択した用品の品名に対応した型式要素名がプルダウンメニューにより表示されます。
・型式要素名→型式区分名は右矢印プルダウンにて該当する項目をクリックすることで入力することが
可能です。
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製造又は輸入事業届出



(8)型式区分の確認・追加
・型式要素名・型式区分名の追加が完了したら、登録ボタンを押下します。
・登録ボタン押下後、追加したい型式情報が表示され、修正等することができます。
・型式要素名・型式区分名は複数選択可能ですので、品名及び型式要素名・型式区分名を入力して

ください。
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製造又は輸入事業届出



(9)工場情報の入力
・項目「製造/輸入の別」が輸入の場合、工場情報 タブで「外国製造事業者の追加」欄を入力します
・項目「提出先」が経済産業大臣で、項目「製造/輸入の別」が輸入の場合、工場情報タブで「輸入事業

に係る事務所、店舗・倉庫の情報」欄を入力 します。
・電気用品安全法において、項目「提出先」が経済産業大臣で項目「製造/輸入の別」が製造の場合、

工場情報タブで「複製提出先経産局」を入力します。
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製造又は輸入事業届出



(10)添付書類
必要書類がある場合、「添付書類」タブにて、書類を添付します。
・手続情報として添付書類が必要な場合は、電子媒体のファイルを添付書類としてアップロードします。
・ファイルを添付する場合、事前に一時保存を実施する必要があります。新規に作成している手続の場合、

一時保存ボタンを押下し保存して下さい。
・添付書類は、1ファイルに付き最大10MB、ファイル名は59字以内にしてください。また1手続あたり
10ファイルまで添付可能です。
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製造又は輸入事業届出



事業届出事項変更届出
届出事項（氏名又は名称及び住所並びに法人の代表者、電気用品の型式の区分、工場又は事業
場の名称及び所在地）に変更が生じた場合、製造・輸入ごと、電気用品の区分ごとに届出が必要
です。

(1) 届出されている内容を変更（名称又は住所、型式区分の追加・削除）する場合は、「事業届出事項変更
届出」 を選択してください。
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(2)変更内容の登録画面
「基礎情報」タブにて該当する変更届出情報を入力します。
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事業届出事項変更届出



(3)事業者情報
「事業者情報」欄はログインアカウントの情報が自動で反映されます。
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事業届出事項変更届出



(4)変更事項の入力
基礎情報タブの項目「変更の内容」・「変更の年月日」・「変更の理由」には、直近の届出からの変更内容を
入力します。
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事業届出事項変更届出



(5)変更する品目名の選択（型式情報）
○型式情報に追加・削除がある場合、「型式情報」タブにて情報を入力します。

・「型式区分の削除」へ入力することにより、過去に届出をした型式区分を削除する内容を届出することが
できます。

・型式要素名・型式区分名は複数選択可能です。
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事業届出事項変更届出



(6)変更する品目名の選択（工場情報）
工場情報に追加・削除がある場合、「工場情報」タブにて情報を入力します。

・「外国製造事業者の追加」へ入力することにより、追加情報を届出できます。
・「外国製造事業者の削除」へ入力することにより、過去に届出をした工場情報を削除する内容を届出する
ことができます。

(7)添付書類
p.14をご参照下さい。
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事業届出事項変更届出


